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は
じ
め
に

　

雲
南
は
中
国
の
西
南
隅
に
位
置
し
、
ビ
ル
マ
・
ラ
オ
ス
・
ベ
ト
ナ
ム

な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
国
家
と
隣
接
し
て
い
る
。
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
は

雲
南
最
南
端
の
、
ほ
ぼ
今
の
西
双
版
納
傣
族
自
治
州
に
あ
た
る
地
域
に

存
在
し
た
タ
イ
族
政
権
で
あ
り
、
盆
地
に
住
む
タ
イ
系
集
団
と
山
地
に

住
む
モ
ン
・
ク
メ
ー
ル
系
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
系
の
各
集
団
の
両
者

を
支
配
し
て
い
た
。

　

十
八
世
紀
前
半
の
清
朝
雍
正
帝
の
時
期
、
中
国
の
雲
南
、
貴
州
、
広

西
、
四
川
な
ど
の
非
漢
人
が
多
く
居
住
す
る
地
域
に
お
い
て
、
大
規
模

な
改
土
帰
流
が
行
わ
れ
た
。
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
も
こ
の
時
期
に
改

土
帰
流
が
実
施
さ
れ
、
清
朝
か
ら
の
統
治
が
強
化
さ
れ
た
。
こ
の
原
因

（
1
）

（
2
）

に
つ
い
て
、
加
藤
久
美
子
は
清
朝
が
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
進
出
し
た

動
機
は
領
土
拡
張
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
雲
南
に
安
定
的
な
統

治
基
盤
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、

ダ
ニ
エ
ル
ス
は
、
山
地
民
の
存
在
こ
そ
が
十
八
世
紀
前
半
の
シ
プ
ソ
ン

パ
ン
ナ
ー
に
清
朝
の
改
土
帰
流
を
招
い
た
内
部
的
原
因
で
あ
っ
た
と
い

う
。
ダ
ニ
エ
ル
ス
は
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
が
長
い
間
山
地
民（
主
に
魯
魁

山
野
賊
）
に
よ
る
騒
乱
を
し
っ
か
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
清
朝
が
自
ら
手
を
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
状
況
に
な
っ
た
と
見

な
し
、「
直
轄
地
化
」、
す
な
わ
ち
改
土
帰
流
を
決
め
た
と
指
摘
し
て
い

る
。

　

雲
南
の
最
南
部
、
メ
コ
ン
川
（
瀾
滄
江
）
の
両
岸
に
ま
た
が
っ
て
存

在
し
て
い
た
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、
改
土
帰
流
を
実
施
す

る
前
の
情
勢
を
詳
細
に
論
じ
な
け
れ
ば
、
清
朝
の
介
入
と
再
編
を
招
い

（
3
）

（
4
）

（
5
）

研
究
ノ
ー
ト十

八
世
紀
前
半
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
お
け
る
山
地
民
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た
原
因
に
つ
い
て
十
分
に
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
シ
プ
ソ
ン
パ
ン

ナ
ー
に
発
生
し
た
「
反
乱
」
が
清
朝
に
鎮
圧
さ
れ
た
際
、
反
乱
に
関
わ

っ
て
処
刑
さ
れ
た
土
目
以
外
に
、
土
目
と
深
い
関
係
を
結
ん
で
い
た
山

地
民
が
こ
の
反
乱
中
に
果
た
し
た
役
割
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
先
行

研
究
の
多
く
は
清
朝
の
国
家
政
策
の
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
実
際

の
経
過
を
見
る
と
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
山
地
民
の
お
か
れ
て
い
た

状
況
や
、
彼
ら
と
土
司
・
土
目
と
の
関
係
が
、
清
朝
の
介
入
の
あ
り
方

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
上
か
ら
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
だ
け

で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。

　

雍
正
年
間
に
清
朝
が
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
対
す
る
介
入
と
再
編
を

行
う
以
前
に
、
雍
正
五
年
に
茶
山
の
山
地
民
で
あ
る
「
窩ハ

ニ泥
」
が
反
乱

を
起
こ
し
た
。
そ
の
反
乱
は
山
地
民
を
清
朝
と
対
立
す
る
側
に
追
い
や

り
、
ま
た
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
王
位
争
奪
を
激
化
す
る
き
っ
か
け
と

な
り
、
続
い
て
起
こ
っ
た
ム
ン
ハ
ム
の
反
乱
に
よ
っ
て
、
シ
プ
ソ
ン
パ

ン
ナ
ー
は
動
乱
状
況
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
は
現
地
に
い
る
人

間
集
団
の
視
点
か
ら
出
発
し
て
、
清
朝
が
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
土
司

政
権
に
介
入
し
た
真
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

同
時
に
、
そ
の
情
勢
の
も
と
で
、
当
時
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
お
い

て
山
地
民
が
い
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
、
ま
た
彼
ら
が
清
朝
の
政
策

に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
6
）

（
7
）

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
山
地
民
と
は
、
山
地
の
高
度
や
地
形
に
適
応

し
、
そ
れ
を
利
用
し
て
山
の
中
で
生
活
し
て
い
る
人
間
集
団
の
こ
と
で

あ
る
。
清
代
史
料
の
中
で
は
土
人
、
彝
民
、
野
賊
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼

称
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
盆
地
に
住
む
、
あ
る
い
は
よ
り
低
地
に
住
む

集
団
と
区
別
す
る
た
め
、
本
論
文
で
は
山
地
民
と
い
う
言
葉
を
使
用
す

る
。第

一
章　

シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
と
山
地
民

　

歴
代
中
国
王
朝
は
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
を
車
里
、
徹
里
な
ど
と
称

し
た
。
元
の
元
貞
二
年
（
一
二
九
六
年
）
に
初
め
て
中
国
王
朝
の
羈
縻

制
度
に
取
り
込
ま
れ
、
徹
里
軍
民
府
が
設
置
さ
れ
た
。
明
は
元
の
制
度

を
踏
襲
し
な
が
ら
、
土
司
制
度
を
新
た
な
羈
縻
制
度
と
し
て
、
洪
武
十

七
年
（
一
三
八
四
年
）
に
あ
ら
た
め
て
車
里
軍
民
宣
慰
使
司
を
設
置
し
、

清
は
明
の
制
度
を
踏
ま
え
て
、
順
治
十
八
年
（
一
六
六
一
年
）
に
車
里

軍
民
宣
慰
使
司
を
設
置
し
た
。
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
政
権
は
、中
華
人
民

共
和
国
の
一
部
と
な
っ
た
一
九
五
〇
年
ま
で
、
少
な
く
と
も
六
百
五
十

年
以
上
続
い
た
。

　

一
五
六
九
年
に
即
位
し
た
車
里
（
タ
イ
語
ツ
ェ
ン
フ
ン
）
の
支
配
者

刀
応
猛
は
、
中
国
を
父
、
ビ
ル
マ
を
母
と
し
て
尊
敬
し
た
と
い
う
。
そ
の

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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よ
う
な
状
況
が
十
七
世
紀
ま
で
続
い
た
が
、
清
朝
の
雲
南
統
治
開
始
後

は
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
対
す
る
圧
力
が
強
ま
っ
て
い
く
。
十
八
世
紀
初

め
か
ら
、
特
に
雍
正
帝
時
期
に
は
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
対
す
る
介
入

と
再
編
が
大
い
に
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
、「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ

た
よ
う
に
、
そ
の
動
き
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
が
、
シ
プ
ソ
ン
パ

ン
ナ
ー
の
北
に
位
置
す
る
哀
牢
山
や
魯
魁
山
に
分
布
し
て
い
た
山
地
民

で
あ
る
。

　

な
か
で
も
、
魯
魁
山
は
新
平
県
の
東
南
部
に
位
置
し
、
北
は
南
安
に

隣
接
し
、
南
は
元
江
、
西
南
は
鎮
沅
、
威
遠
、
車
里
に
通
じ
、
南
北
の

往
来
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
る
。
道
光
『
新
平
県
志
』
に
は
、
新

平
県
は
雲
南
の
要
衝
で
あ
り
、
哀
牢
山
と
魯
魁
山
が
障
壁
の
よ
う
に
新

平
県
域
内
を
さ
え
ぎ
る
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、新
平
県
は
哀
牢
山
と
魯
魁

山
に
守
ら
れ
た
雲
南
の
重
要
な
交
通
ル
ー
ト
の
経
由
地
で
あ
る
と
言
え

る
。
さ
ら
に
、
康
煕
二
十
一
―
二
十
五
年
に
雲
貴
総
督
を
務
め
た
蔡
毓

栄
「
籌
滇
第
八
疏
」
は
魯
魁
山
に
つ
い
て
詳
細
に
記
録
し
、
地
理
上
の

特
性
を
明
示
し
て
い
る
。（
図
参
考
）

　
　

�　

魯
魁
山
は
山
々
の
中
に
あ
り
、
新
平
、
嶍
峨
、
蒙
自
、
元
江
、

景
東
、
楚
雄
の
境
界
に
か
か
っ
て
つ
な
が
り
、
山
並
み
は
連
綿
と

幅
広
く
、
樹
木
が
鬱
蒼
と
し
、
谷
間
も
密
集
し
て
い
る
。
こ
の
山

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

図　清朝初期雲南の西南部

＊　�二重線は瀾滄江と行政区画の重なっている部分である。九龍江は瀾滄江の支流であり、江外（西、西南側）と江
内（東、東南側）の境界線である。

＊　�参考：譚其驤主編『中國歴史地図集』第八冊清時期、地図出版社、一九八二年
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の
内
側
（
北
）
は
新
平
、
新
化
、
元
江
、
易
門
、
鄂
嘉
、
南
安
、

景
東
周
辺
で
あ
り
、
賊
は
こ
れ
ら
の
地
に
侵
入
で
き
、
外
側
（
南
）

は
車
里
、
孟
艮
、
鎮
沅
、
猛
緬
、
交
趾
で
あ
り
、
賊
は
こ
れ
ら
の

地
に
逃
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
防
備
す
る
こ
と
が
極
め
て
難
し

く
、
討
伐
す
る
こ
と
も
容
易
で
な
い
。

　

魯
魁
山
は
ほ
ぼ
南
側
の
車
里
、
猛
緬
、
交
趾
な
ど
の
地
域
を
北
側
の

雲
南
の
中
央
部
と
緊
密
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
幅
広
い
範
囲

が
魯
魁
山
を
介
し
て
繋
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
魯
魁
山
が

山
地
の
人
間
集
団
に
と
っ
て
重
要
な
交
通
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
地
の
人
間
集
団
は
哀
牢
山
と
魯
魁
山
に
狭
ま

れ
、
密
林
に
覆
わ
れ
た
山
間
に
依
り
、
雲
南
の
西
南
部
を
往
来
す
る
こ

と
が
極
め
て
自
由
で
あ
っ
た
。
雲
貴
総
督
鄂オ
ル
タ
イ

爾
泰
の
雍
正
五
年
（
一
七

二
七
年
）
十
一
月
十
一
日
の
上
奏
文
に
は
、
山
地
の
人
間
集
団
が
魯�
魁

山
、
哀
牢
山
を
拠
点
と
し
て
、
メ
コ
ン
川
の
内
外
に
広
が
っ
て
活
動
し

て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

　
　

�　

雲
南
で
臨
元
鎮
に
属
す
る
威
遠
、
新
平
の
一
帯
で
は
猓
賊
ら
が

猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
魯
魁
、
哀
牢
に
身
を
深
く
隠
し
、

江
外
江
内
に
出
没
し
て
、
長
い
間
害
を
な
し
て
い
る
。

（
16
）

（
17
）

（
18
）

　

こ
の
よ
う
な
「
賊
」、「
猓
賊
」
と
魯
魁
山
、
哀
牢
山
と
の
緊
密
な
関

係
に
つ
い
て
は
史
料
に
も
た
び
た
び
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
倪
蜕
『
滇

雲
歴
年
伝
』
の
明
万
暦
四
年
条
に
両
者
の
淵
源
に
つ
い
て
の
記
録
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
新
平
・
新
化
に
い
た

「
魯
魁
」「
魯
克
」
と
い
う
名
の
賊
が
哀
牢
山
の
支
脈
を
占
拠
し
、
各
所

を
略
奪
し
た
こ
と
が
あ
り
、
も
と
も
と
呼
称
が
な
か
っ
た
そ
の
山
が
、

そ
こ
を
根
拠
地
と
し
た
賊
の
名
前
を
取
っ
て
、
そ
の
ま
ま
魯
魁
山
と
名

付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
蔡
毓
栄
「
籌
滇
第
八
疏
」
に
よ

る
と
、「
野
賊
」
と
い
う
の
は
元
々
「
新
㠄
阿
蒙
」（
新
平
、
新
化
、
嶍

峨
、
蒙
自
）
の
「
土
人
」
に
つ
け
ら
れ
た
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。「
土
人
」
と
い
う
の
は
明
清
史
料
中
の
土
司
に
関
わ
る
記
述

の
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
具
体
的
な
解
釈
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
土

着
民
を
漢
人
や
満
州
人
な
ど
の
人
間
集
団
と
区
別
す
る
時
に
基
本
的
に

「
土
」
と
い
う
接
頭
語
を
つ
け
る
。「
土
兵
」
や
「
土
官
」
な
ど
も
同
様

の
意
味
で
あ
る
。
本
論
文
で
扱
う
山
地
民
と
は
新
平
、
新
化
、
嶍
峨
、

蒙
自
、
威
遠
、
車
里
な
ど
の
地
域
の
山
地
に
活
動
す
る
「
土
人
」
の
こ

と
を
指
す
。

　

こ
れ
ら
の
「
土
人
」
の
一
部
が
山
地
民
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

ス
コ
ッ
ト
や
李
拂
一
の
研
究
）
に
よ
れ
ば
、「
土
人
」
の
一
部
が
盆
地
に

あ
る
政
権
か
ら
の
統
治
や
搾
取
を
避
け
る
た
め
、
反
抗
、
回
避
、
分
裂

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）
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な
ど
の
手
段
を
採
用
し
、
盆
地
の
政
権
か
ら
は
統
治
す
る
の
が
困
難
な

存
在
と
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、「
土
人
」
の
一
部
は
完
全
に
低
地
の
社
会
と
断

絶
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
低
地
の
豊
富
な
農
業
資
源
と
人
口
に
誘
わ

れ
、
逆
に
山
地
民
と
し
て
隣
接
の
盆
地
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
盆
地
の

資
源
を
搾
取
（
例
え
ば
盆
地
の
住
民
か
ら
彼
ら
を
保
護
す
る
と
い
う
名

目
で
金
を
要
求
す
る
な
ど
）
し
て
、
低
地
社
会
に
と
っ
て
の
脅
威
と
な

る
こ
と
も
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
「
野
賊
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
蔡
毓
栄
は
野
賊
が
雲
南
の
各
府

州
県
の
村
に
人
口
や
農
産
物
な
ど
を
要
求
す
る
以
外
に
、「
保
頭
銀
」
と

い
う
一
種
の
税
金
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

�　

賊
ら
を
四
方
に
行
か
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
一
枚
の
木
製
の
札

を
与
え
、
保
頭
銀
を
十
数
両
、
二
、
三
十
両
な
ど
と
定
め
、
豚
、

羊
、
鶏
、
酒
を
限
り
な
く
要
求
し
、
も
し
少
し
で
も
満
足
で
き
な

い
と
、
す
ぐ
強
奪
し
殺
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
離
散
し
た
者
や
野
賊

に
近
い
者
は
喜
ん
で
野
賊
に
従
っ
て
盗
賊
と
な
っ
た
。
八
年
に
わ

た
っ
て
、
招
集
し
た
亡
命
者
は
ま
す
ま
す
増
え
、
雲
南
全
体
の
府

州
県
村
に
お
い
て
保
頭
銀
の
徴
収
の
要
求
に
応
じ
る
者
は
十
分
の

八
、
九
に
の
ぼ
っ
た
。
（
23
）

　

呉
三
桂
政
権
は
野
賊
の
勒レ

オ昴
（
後
に
楊
宗
周
と
改
名
し
た
）
を
守
備

に
任
命
し
、
後
に
新
平
と
新
化
の
忠
順
営
副
将
に
改
め
、
頭
目
の
普
為

善
、
李
商
義
、
方
従
化
を
都
司
に
任
命
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
根
本

的
に
は
野
賊
の
頭
目
で
あ
り
、
官
職
を
与
え
た
り
招
撫
を
し
た
と
し
て

も
、
山
地
に
は
農
業
活
動
を
行
う
条
件
が
な
く
、
自
分
の
活
動
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
い
き
お
い
低
地
の
豊
富
な
食
物
や
、
財
物
、
労
働
力

な
ど
を
略
奪
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
言
わ
ば
そ
れ
は
山
地
民
に
と
っ
て
、

山
地
の
諸
集
団
の
中
で
、
あ
る
い
は
低
地
の
統
治
集
団
に
対
し
て
競
争

力
を
高
め
る
一
番
経
済
的
な
や
り
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

考
え
る
と
、
山
地
民
は
低
地
の
統
治
を
回
避
す
る
と
言
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
山
地
を
拠
点
と
し
て
実
力
を
た
く
わ
え
る
生
き
方
に
適
応
し
て
い

た
。「
保
頭
銀
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
野
賊
は
呉
三
桂
政
権
か
ら
正
式
な

官
職
を
受
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
管
轄
下
の
地
域
に
対
す
る
こ
の
よ
う

な
徴
税
行
為
が
合
法
的
な
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
呉
三

桂
政
権
や
の
ち
の
清
朝
が
、
野
賊
に
官
職
を
与
え
る
こ
と
で
こ
の
地
方

を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
策
は
、
こ
の
後
野
賊
が
引
き
起
こ
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
事
件
を
見
る
と
、
決
し
て
予
期
し
た
効
果
を
あ
げ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

山
地
民
の
活
動
範
囲
は
新
平
、
新
化
、
嶍
峨
、
蒙
自
、
威
遠
、
車
里

な
ど
の
地
域
に
及
び
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
低
地
社
会
を
不
安
定
化
さ
せ

（
24
）



－ 52 －

る
要
因
に
な
っ
て
い
た
。
十
八
世
紀
前
半
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
お

け
る
山
地
民
の
重
要
な
一
部
分
を
構
成
す
る
本
稿
第
二
章
で
扱
う
「
窩

泥
」
は
、
六
大
茶
山
を
根
拠
地
と
し
、
内
地
と
外
国
と
の
間
の
往
来
が

自
由
に
で
き
た
。『
清
史
稿
』
土
司
伝
の
総
叙
に
は
、
鄂
爾
泰
の
奏
言
と

し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�　

雲
南
辺
境
の
西
と
南
は
瀾
滄
江
を
境
界
線
と
し
た
。
江
外
は
車

里
、
緬
甸
、
老
撾
諸
土
司
で
あ
り
、
江
内
は
鎮
沅
、
威
遠
、
元
江
、

新
平
、
普
洱
、
茶
山
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
地
区
の
諸
夷
は
山
の
奥

に
住
ん
で
、
魯
魁
、
哀
牢
の
間
に
出
没
し
、
こ
と
が
な
け
れ
ば
内

地
に
近
い
と
こ
ろ
で
も
め
事
を
起
こ
し
、
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ

外
国
に
逃
げ
た
。
元
明
の
時
か
ら
辺
境
の
害
と
な
っ
た
。

　

こ
の
史
料
で
「
諸
夷
」
の
活
動
範
囲
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
車
里
、

緬
甸
、
老
撾
、
鎮
沅
、
威
遠
、
元
江
、
新
平
、
普
洱
、
茶
山
な
ど
の
地

名
は
、
ま
さ
に
先
に
触
れ
た
猓
賊
、
魯
魁
山
野
賊
の
活
動
範
囲
で
あ
り
、

こ
こ
に
「
茶
山
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
窩
泥
」
も
ま
た
、
山

地
民
に
分
類
さ
れ
る
集
団
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
論
じ
る
十
八

世
紀
前
半
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
も
山
地
民
の
影
響
が
及
ん
で
お
り
、

特
に
「
窩
泥
」（
以
下
は
カ
ッ
コ
を
省
略
す
る
）
を
中
心
と
す
る
反
乱
が

（
25
）

（
26
）

（
27
）

シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
土
司
政
権
の
動
揺
に
つ
な
が
り
、
清
朝
の
軍
事
介

入
を
招
く
糸
口
と
な
っ
た
。

第
二
章　

動
乱
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー

　

清
朝
の
介
入
が
始
ま
る
前
に
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
は
す
で
に
不

穏
な
状
況
が
見
え
た
。
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
お
い
て
茶
は
重
要
な
商

品
作
物
で
あ
り
、
茶
の
栽
培
を
主
業
と
す
る
窩
泥
に
と
っ
て
は
、
茶
商

人
と
の
取
引
が
生
活
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
茶
山
で

紛
争
が
発
生
す
る
こ
と
は
窩
泥
の
生
活
や
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
全
体
の

経
済
に
と
っ
て
は
極
め
て
大
き
な
損
失
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
は
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
ま

で
、
ビ
ル
マ
朝
が
勢
力
を
拡
大
し
た
た
め
、
ビ
ル
マ
と
も
朝
貢
関
係
を

結
ん
だ
が
、
十
七
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
八
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
は
、

清
朝
勢
力
の
侵
入
と
ビ
ル
マ
勢
力
の
衰
弱
に
よ
っ
て
、
清
朝
側
と
の
朝

貢
関
係
が
よ
り
緊
密
に
な
っ
た
。
し
か
し
、ビ
ル
マ
の
勢
力
が
い
く
ら
か

衰
え
た
と
い
っ
て
も
、
瀾
滄
江
の
「
江
外
」（
西
、
西
南
側
）
に
は
そ
の

影
響
力
が
及
ん
で
お
り
、「
江
内
」（
東
、
東
北
側
）
に
は
鎮
沅
、
威
遠

な
ど
の
拠
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
朝
に
と
っ
て
は
、
戦
略
上
非
常
に

重
要
な
と
こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
し
ば
し
ば
騒
乱
を
引

（
28
）

（
29
）
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き
起
こ
す
「
諸
夷
」
が
い
て
、
彼
ら
は
清
朝
に
と
っ
て
は
辺
境
の
安
定

の
た
め
、
や
む
を
得
ず
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
で

あ
っ
た
。

第
一
節
　
窩
泥
の
反
乱

　

窩
泥
の
反
乱
、
あ
る
い
は
茶
山
莽
芝
の
乱
と
は
、
雍
正
五
年
か
ら
六

年
（
一
七
二
七
年
～
一
七
二
八
年
）
に
窩
泥
が
茶
商
人
の
長
期
的
な
搾

取
に
対
し
て
起
こ
し
た
反
乱
を
指
す
。
鄂
爾
泰
は
雍
正
五
年
十
一
月
十

一
日
の
上
奏
文
で
窩
泥
が
頑
迷
無
知
で
、
野
獣
と
同
様
で
あ
る
と
述
べ

た
。
窩
泥
が
複
雑
な
地
形
を
利
用
し
て
、
茶
の
商
売
を
し
た
り
、
財
物

な
ど
を
略
奪
し
た
り
す
る
こ
と
が
現
地
の
管
理
を
難
し
く
さ
せ
て
い
た
。

彼
ら
は
他
の
勢
力
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
時
に
は
、
す
ぐ
に
連
綿
と
続
く

山
に
逃
げ
て
身
を
隠
し
た
が
、
状
況
が
よ
く
な
る
と
す
ぐ
元
の
場
所
に

戻
っ
た
。
窩
泥
の
行
動
が
商
売
を
す
る
現
地
民
と
外
来
の
商
人
に
悪
影

響
を
与
え
る
事
態
が
絶
え
ず
生
じ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と

で
、
雍
正
五
年
四
月
に
茶
山
莽
芝
の
窩
泥
で
あ
る
麻
布
朋
が
江
西
の
茶

商
人
と
の
紛
争
を
き
っ
か
け
に
反
乱
を
起
こ
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
シ

プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
対
す
る
清
朝
に
よ
る
介
入
に
い
た
る
契
機
の
一
つ

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
滇
雲
歴
年
伝
』
雍
正
六
年
に
は
、

（
30
）

（
31
）

　
　

�　

…
…
江
西
の
茶
商
人
が
麻
布
朋
の
妻
を
犯
し
た
こ
と
が
発
覚
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
麻
布
朋
は
江
西
の
茶
商
人
を
殺
し
、
彼
の
髪
を

切
り
取
っ
て
諸
商
人
に
回
し
て
見
せ
た
。

と
あ
る
。
こ
の
事
件
に
対
し
て
、
総
督
鄂
爾
泰
は
副
将
張
応
宗
、
参
将

邱
名
揚
を
派
遣
し
て
兵
士
を
率
い
て
討
伐
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
麻
布
朋

ら
は
清
朝
の
鎮
圧
を
逃
れ
、
ひ
き
つ
づ
き
清
朝
に
対
し
て
反
抗
運
動
を

行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
鄂
爾
泰
は
、
兵
士
を
率
い
て
至
急
捕
え
よ
と
い

う
命
令
を
下
し
た
。
雍
正
五
年
十
一
月
十
一
日
に
上
奏
し
た
「
進
剿
窩

泥
摺
」
で
は
、
鄂
爾
泰
は
結
果
と
し
て
反
乱
者
の
麻
布
朋
の
妻
と
子
供

や
仲
間
達
を
合
わ
せ
七
十
人
を
捕
ま
え
た
が
、
麻
布
朋
と
克
者
老
の
二

人
は
逃
亡
し
発
見
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
清
朝
は
再
び
車
里

宣
慰
使
刀
金
宝
に
対
し
て
協
同
し
て
反
乱
者
を
逮
捕
す
る
よ
う
命
令
を

下
し
た
。
清
朝
の
命
令
に
応
じ
て
、
車
里
宣
慰
使
刀
金
宝
は
土
目
刀
正

彦
（
後
述
す
る
ム
ン
ハ
ム
の
土
目
で
、
刀
金
宝
の
叔
父
に
あ
た
る
）
ら

を
派
遣
し
て
、
反
乱
を
押
さ
え
る
こ
と
に
つ
い
て
清
朝
と
相
談
し
よ
う

と
し
た
が
、
同
時
に
窩
泥
の
た
め
に
弁
解
も
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
雍
正
五
年
十
一
月
の
鄂
爾
泰
の
上
奏
に
見
え
る
。

　
　

�　

刀
金
宝
は
勦
撫
の
事
柄
の
相
談
に
土
目
刀
正
彦
ら
を
派
遣
し
た

（
32
）

（
33
）

（
34
）



－ 54 －

一
方
で
、
窩
泥
の
た
め
に
代
弁
し
た
。
諸
茶
商
人
が
高
利
貸
に
よ

っ
て
窩
泥
を
搾
取
し
た
た
め
、
麻
布
朋
ら
は
ほ
し
い
ま
ま
に
財
物

を
略
奪
し
た
り
人
を
殺
し
た
り
し
た
の
だ
と
。

　

車
里
宣
慰
使
刀
金
宝
は
、
窩
泥
の
反
乱
は
茶
商
人
の
不
公
平
な
商
売

の
や
り
方
が
原
因
で
あ
る
と
、
窩
泥
の
立
場
か
ら
弁
解
し
て
い
る
。
現

実
に
は
茶
商
人
が
茶
山
に
通
っ
て
当
地
の
山
地
民
と
取
引
す
る
際
に
は

茶
商
人
か
ら
先
に
金
品
な
ど
を
山
地
民
に
渡
し
、
代
わ
り
に
茶
を
集
荷

す
る
が
、
利
子
が
非
常
に
高
く
、
高
利
貸
と
も
言
え
る
状
況
で
あ
っ
た
。

窩
泥
は
そ
の
よ
う
な
取
り
引
き
の
不
利
を
十
分
理
解
せ
ず
、
し
か
も
漢

語
が
上
手
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
茶
商
人
と
の
交
流
が
う
ま
く
い
か
ず
、

借
金
苦
に
陥
っ
て
生
活
を
崩
壊
さ
せ
た
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
茶
商
人
と
山
地
民
で
あ
る
窩
泥
と
の
利
益
を

め
ぐ
る
争
い
は
激
し
く
な
っ
た
。

　

一
方
、
刀
正
彦
は
命
令
を
無
視
し
て
清
に
対
す
る
抵
抗
活
動
を
行
っ

た
。

　
　

�　
（
清
朝
の
官
兵
が
）
そ
こ
に
着
い
た
が
、
刀
正
彦
は
命
令
に
従
わ

ず
、
か
え
っ
て
叭
枯
を
派
遣
し
て
、
六
つ
の
山
の
窩
泥
を
率
い
て
、

倚
邦
茶
山
の
各
村
落
を
燃
や
し
、
各
道
路
の
要
衝
を
塞
い
だ
。

（
35
）

（
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）

　

そ
れ
以
外
に
も
、
協
同
し
て
茶
山
を
安
定
さ
せ
よ
と
い
う
命
令
に
従

っ
て
き
た
土
把
總
の
王
朝
選
、
兵
丁
十
七
人
、
糧
差
一
人
が
窩
泥
に
殺

さ
れ
た
。

　

麻
布
朋
た
ち
を
含
め
て
六
つ
の
茶
山
の
窩
泥
た
ち
は
勢
い
が
凄
ま
じ

か
っ
た
の
で
、
鄂
爾
泰
は
当
地
の
官
兵
千
人
以
外
に
、
元
江
の
協
兵
五

百
人
、
新
㠄
営
の
兵
士
三
百
人
、
景
東
営
の
兵
士
三
百
人
、
普
威
営
の

兵
、
さ
ら
に
土
兵
千
人
を
派
遣
し
て
、
窩
泥
の
反
乱
を
鎮
圧
し
よ
う
と

し
た
。

　
　

�　

も
し
大
軍
を
進
め
て
協
同
で
茶
山
を
攻
撃
す
る
と
と
も
に
、
刀

金
宝
に
土
兵
を
率
い
て
江
外
に
逃
げ
る
道
を
塞
ぐ
よ
う
命
令
し
て

い
な
け
れ
ば
、
凶
悪
な
賊
た
ち
を
捕
ま
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

窩
泥
が
官
員
、
兵
士
を
殺
す
こ
と
は
既
に
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
も
し
今
回
の
事
件
に
乗
じ
て
徹
底
的
に
彼
ら
を
殲

滅
し
な
い
と
、
後
始
末
も
進
め
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

　

史
料
で
は
刀
金
宝
が
清
軍
と
協
同
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
土
司
の
服
従
を
強
調
す
る
た
め
こ
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
現
地
の
土
兵
を
調
役
し
、
そ

の
功
績
と
し
て
官
職
を
授
け
る
こ
と
が
、
土
司
に
関
す
る
史
料
を
通
観

（
37
）

（
38
）

（
39
）
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す
る
と
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
天
啓
『
滇
志
』
巻

七
・
兵
食
志
序
に
は
、「
以
前
よ
り
、
軍
隊
を
動
か
す
際
に
は
、
皆
土
司

の
兵
を
調
達
す
る
（
従
来
用
兵
、
所
用
皆
土
司
兵
）」
と
あ
っ
て
、
土
兵

を
調
達
す
る
こ
と
は
明
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
方
国
瑜
に
よ
れ
ば

明
末
に
至
っ
て
土
兵
へ
の
依
頼
が
よ
り
強
く
な
っ
た
と
い
う
。
土
兵
の

実
力
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
雲
南
を
統
治
す
る
流
官
に
も
軽
視
で
き
な

い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
窩
泥
の
反
乱
、
ま
た
後
に
述
べ
る
ム
ン

ハ
ム
の
反
乱
に
対
し
、
各
軍
営
の
正
規
兵
だ
け
で
な
く
、
現
地
の
土
兵

を
借
り
て
鎮
圧
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
政
府
の
動
員
で
き

る
正
規
の
軍
事
力
だ
け
で
は
反
乱
を
鎮
圧
す
る
に
は
十
分
で
な
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
刀
正
彦
は
長
い
間
江
外
の
パ
ン
ナ
ー
を
占
拠
し
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
茶
山
の
窩
泥
に
と
っ
て
は
、
清
朝
に
抵
抗
を
続
け
る
刀
正
彦

は
土
司
の
刀
金
宝
よ
り
頼
れ
る
人
物
だ
と
思
わ
れ
た
だ
ろ
う
。
窩
泥
は

刀
正
彦
の
支
配
領
域
内
で
庇
護
を
受
け
た
た
め
、
彼
に
貢
ぎ
物
を
す
る

の
が
当
然
の
義
務
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
茶
山
の
窩
泥
た
ち
の
行
為

を
土
目
の
刀
正
彦
が
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
実
際

に
は
彼
ら
の
行
為
を
黙
認
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

後
、
刀
正
彦
は
、
清
朝
か
ら
の
介
入
に
対
し
て
、
翌
雍
正
六
年
に
ム
ン

ハ
ム
の
反
乱
を
起
こ
し
た
。

（
40
）

（
41
）

第
二
節
　
ム
ン
ハ
ム
（
橄
欖
壩
）
の
反
乱

　

ム
ン
ハ
ム
（
漢
語
で
は
橄
欖
壩
）
は
メ
コ
ン
川
の
下
流
側
に
位
置
し

た
盆
地
で
あ
り
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
お
い
て
最
も
低
地
で
あ
っ
た
。

ム
ン
ハ
ム
盆
地
は
メ
コ
ン
川
に
面
し
、
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
の
お
か

げ
で
、気
温
が
年
平
均
摂
氏
十
五
度
に
達
し
、物
産
も
豊
か
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
地
理
的
条
件
が
ム
ン
ハ
ム
に
有
力
な
権
力
が
生
ま
れ
る
前
提

と
な
っ
た
。

　

茶
山
に
お
け
る
窩
泥
の
反
乱
は
周
辺
の
他
の
茶
山
に
も
及
び
、
さ
ら

に
ム
ン
ハ
ム
も
巻
き
込
ん
で
、
最
終
的
に
は
清
朝
か
ら
の
軍
事
的
介
入

を
招
い
た
。

　

前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
窩
泥
が
起
こ
し
た
争
い
に
関
す
る
史
料
の

中
に
は
刀
正
彦
の
名
が
頻
繁
に
出
現
し
、
車
里
宣
慰
使
の
刀
金
宝
よ
り

む
し
ろ
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
節

で
は
、
こ
の
刀
正
彦
が
宣
慰
使
刀
金
宝
と
の
王
位
争
奪
を
め
ぐ
っ
て
ム

ン
ハ
ム
で
起
こ
し
た
反
乱
が
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
与
え
た
負
の
影
響

に
つ
い
て
論
じ
、
ま
た
ム
ン
ハ
ム
の
反
乱
と
山
地
民
の
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
。

　

刀
正
彦
は
前
述
の
通
り
、
車
里
宣
慰
使
刀
金
宝
の
叔
父
で
あ
り
、
茶

山
の
一
つ
で
あ
る
攸
楽
を
治
め
る
ム
ン
ハ
ム
の
土
目
で
あ
っ
た
。

　

雍
正
六
年
四
月
の
雲
南
提
督
郝
玉
麟
の
上
奏
に
は
、

（
42
）
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�　

…
…
刀
金
宝
が
ま
だ
若
く
、
ま
だ
宣
慰
使
の
職
務
に
熟
練
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
刀
正
彦
は
そ
の
状
況
に
乗
じ
て
宣
慰
使
の
権

力
を
盗
み
取
っ
て
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
ム
ン
ハ
ム
地
方
を
占
拠
し

て
、
車
里
に
お
い
て
雄
を
唱
え
た
。
十
二
の
パ
ン
ナ
ー
の
彝
民
は

す
べ
て
彼
の
指
示
に
従
い
、
即
ち
土
目
・
火
頭
も
す
べ
て
刀
正
彦

に
心
服
し
、
宣
慰
使
は
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
コ
ン
川
の
東
岸
の
諸
土
司
・
土
目
の
中
で
、
刀

正
彦
の
勢
力
が
最
も
強
く
、
茶
山
に
居
住
す
る
諸
集
団
は
、
彼
の
言
う

こ
と
に
従
っ
て
い
た
。
ま
た
、
刀
正
彦
の
野
心
は
以
下
の
史
料
か
ら
も

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。『
滇
雲
歴
年
伝
』
雍
正
六
年
に
は
、

　
　

�　

刀
正
彦
は
車
里
宣
慰
使
刀
金
宝
の
叔
父
で
あ
る
。
噂
に
よ
る
と
、

金
宝
の
宣
慰
使
の
地
位
を
奪
お
う
と
し
、
ま
た
冠
を
か
ぶ
っ
て
、

お
祝
い
を
受
け
た
と
い
う
。

と
あ
る
。

　

威
勢
が
強
い
刀
正
彦
に
対
し
て
、
本
来
の
支
配
者
で
あ
る
宣
慰
使
刀

金
宝
は
彼
の
こ
と
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
に
自
分
の
弱
み
を
見
せ
、

宣
慰
使
の
官
印
を
捧
げ
た
。
し
か
し
、
刀
正
彦
は
そ
れ
を
受
け
取
ろ
う

（
43
）

（
44
）

（
45
）

と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
記
述
は
郝
玉
麟
の
上
奏
に
見
出
せ
る
。

　
　

�　

当
時
、
宣
慰
使
の
刀
金
宝
は
、
恐
れ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な

り
、
刀
正
彦
の
前
に
伏
し
て
、
宣
慰
使
の
公
印
を
捧
げ
て
、
自
分

を
ご
ま
か
し
て
生
き
な
が
ら
え
よ
う
と
し
た
。

　

刀
正
彦
と
宣
慰
使
刀
金
宝
の
関
係
は
ま
す
ま
す
緊
張
し
、
さ
ら
に
宣

慰
使
の
刀
金
宝
は
十
月
二
十
三
日
に
刀
正
彦
に
会
い
に
ム
ン
ハ
ム
に
赴

い
た
が
、
ず
っ
と
引
き
止
め
ら
れ
て
帰
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
刀
正

彦
が
宣
慰
使
の
職
位
を
奪
う
た
め
に
、
上
述
の
山
地
民
（
窩
泥
）
の
反

乱
の
責
任
を
刀
金
宝
に
転
嫁
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
鄂
爾
泰
は
認
識
し

て
い
る
。

　

刀
正
彦
は
こ
の
地
を
長
年
に
わ
た
っ
て
支
配
し
て
一
定
の
権
力
と
経

済
力
が
あ
り
、
諸
山
地
民
と
車
里
宣
慰
使
配
下
の
小
土
司
、
土
目
の
間

で
そ
の
威
信
は
高
く
、
さ
ら
に
宣
慰
使
に
対
し
て
は
そ
の
職
を
奪
お
う

と
す
る
異
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
鄂
爾
泰
に
と
っ

て
は
、
刀
正
彦
は
そ
れ
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
車
里
地
方
を
治
め
ら
れ

な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
雍
正
帝
も
「
極
め
て
正
し
い
こ

と
だ
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　

郝
玉
麟
の
上
述
の
奏
摺
に
は
こ
の
よ
う
に
記
す
。

（
46
）

（
47
）

（
48
）
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�　

刀
正
彦
は
す
ぐ
に
こ
う
言
っ
た
。「
私
は
官
印
な
ど
い
ら
な
い
。

私
は
わ
が
彝
民
の
こ
と
を
扱
う
か
ら
、
お
前
は
漢
人
の
こ
と
を
扱

え
ば
よ
い
」
と
。︹
中
略
︺
捕
え
ら
れ
た
賊
ら
に
よ
る
と
、
去
年
八

月
に
、
彼
ら
が
新
し
い
貢
物
を
ム
ン
ハ
ム
に
捧
げ
た
時
に
、
大
宣

慰
刀
正
彦
は
、「
も
し
官
兵
が
来
た
ら
、
お
前
た
ち
は
殺
せ
る
だ
け

殺
せ
、
殺
せ
な
け
れ
ば
私
に
伝
え
れ
ば
、
私
が
お
前
た
ち
の
か
わ

り
に
殺
し
て
や
る
」
と
言
っ
た
。

　

こ
れ
よ
り
、
刀
正
彦
が
宣
慰
使
と
朝
廷
を
完
全
に
無
視
し
て
、
自
分

の
判
断
で
動
い
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
る
。
刀
金
宝
は
車
里
宣

慰
使
と
し
て
清
朝
と
交
渉
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
な
か
な
か
う
ま
く

い
か
ず
、
現
地
の
住
民
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
彼
が
清
朝
の
軍
隊
と
連
合
し
て
反
乱
を
鎮
圧
し
た
こ
と
も
、

現
地
の
住
民
に
と
っ
て
は
刀
金
宝
の
「
国
王
」
や
「
保
護
者
」
と
し
て

の
威
信
が
崩
壊
す
る
原
因
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
刀
正
彦
は
彼

ら
を
庇
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
信
頼
さ
れ
、
宣
慰
使
を
超
越
し
た
「
大

宣
慰
」
と
ま
で
呼
ば
れ
た
。
右
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
現
地
の
住
民
が
刀

金
宝
よ
り
、
住
民
の
意
識
を
代
表
す
る
刀
正
彦
の
言
う
こ
と
に
従
っ
た

の
も
当
然
だ
ろ
う
。
鄂
爾
泰
は
、
自
分
が
雲
貴
総
督
に
着
任
し
て
以
来
、

宣
慰
使
刀
金
宝
の
消
極
的
な
態
度
と
、
刀
正
彦
の
清
朝
に
従
わ
ず
、
自

（
49
）

ら
と
山
地
民
を
含
む
支
持
者
の
利
害
を
も
と
に
ほ
し
い
ま
ま
に
行
動
す

る
姿
を
見
て
き
た
た
め
、
辺
境
を
安
定
さ
せ
る
決
意
を
雍
正
六
年
正
月

に
次
の
よ
う
に
表
し
た
。

　
　

�　

臣
は
職
に
着
い
て
か
ら
、
現
地
の
状
況
を
詳
し
く
調
査
し
て
、

必
ず
こ
れ
ら
の
地
方
を
す
べ
て
掃
討
し
平
定
し
て
、
永
遠
に
従
わ

せ
よ
う
と
考
え
た
。
そ
れ
を
な
し
と
げ
て
は
じ
め
て
、
雲
南
の
大

局
に
関
し
て
は
禍
根
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
決
心
の
も
と
で
、
鄂
爾
泰
は
数
千
人
の
兵
士
を
派
遣
し

て
、
孟
養
地
方
を
経
て
ム
ン
ハ
ム
に
進
撃
し
た
。
反
乱
者
た
ち
は
樹
を

切
り
倒
し
て
道
を
塞
ぎ
、
道
路
に
わ
な
を
作
る
な
ど
激
し
く
抵
抗
し
た
。

し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
抵
抗
し
て
も
、
鎮
圧
の
大
軍
の
強
い
威
勢
に
迫
ら

れ
て
、
孟
養
、
攸
楽
、
莽
芝
、
橄
欖
壩
な
ど
の
反
乱
は
次
々
に
鎮
圧
さ

れ
て
い
っ
た
。
翌
年
正
月
初
八
日
に
、
麻
布
朋
な
ど
の
「
反
賊
」
が
捕

え
ら
れ
た
。
刀
正
彦
は
猛
臘
ま
で
追
跡
さ
れ
た
後
に
捕
え
ら
れ
、
昆
明

に
護
送
さ
れ
、
麻
布
朋
た
ち
と
合
わ
せ
て
罪
を
定
め
ら
れ
、
処
刑
さ
れ

た
。

　

刀
正
彦
に
よ
る
ム
ン
ハ
ム
の
反
乱
は
彼
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
で
終
わ

っ
た
が
、
雍
正
七
年
（
一
七
二
九
年
）
三
月
に
、
ム
ン
ハ
ム
の
夷
人
の

（
50
）

（
51
）

（
52
）
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頭
目
の
李
阿
先
な
ど
が
再
び
反
乱
を
起
こ
し
た
。
ま
た
乾
隆
十
年
、刀
正

彦
の
子
の
刀
慍
、
刀
先
は
い
っ
た
ん
南
納
に
逃
亡
し
た
後
に
ム
ン
ハ
ム

に
戻
り
、
各
寨
子
か
ら
銀
両
を
徴
収
し
て
昔
の
部
下
を
集
め
て
騒
乱
を

起
こ
し
た
。
結
局
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
で
は
し
ば
ら
く
落
ち
着
い
た
後
も

反
乱
が
繰
り
返
さ
れ
、
根
絶
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

清
朝
が
介
入
し
た
後
、
鄂
爾
泰
は
雍
正
七
年
に
ム
ン
ハ
ム
に
橄
欖
州

を
設
置
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ム
ン
ハ
ム
を
治
め
よ
う
と
し
た
が
、
官
役

ら
が
瘴
癘
（
マ
ラ
リ
ヤ
な
ど
の
風
土
病
）
に
よ
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
三
十
キ
ロ
ほ
ど
北
の
攸
楽
へ
移
動
し
城
を
建
て
よ
う
と
し
た

が
、
城
の
規
模
が
大
き
す
ぎ
、
水
源
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
廃
止
さ

れ
た
。
結
局
、
三
年
を
か
け
て
、
千
人
が
死
亡
し
、
大
量
の
経
費
を
浪

費
し
た
だ
け
で
終
わ
っ
た
。
清
朝
は
辺
境
を
安
定
さ
せ
、統
治
を
固
め
よ

う
と
意
図
し
た
が
、
損
害
を
出
す
だ
け
の
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
鄂
爾
泰
は
普
洱
府
を
設
置
し
て
、
攸
楽
に
は
同
知
、
思
茅

に
は
通
判
を
設
け
た
。
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
で
は
、刀
金
宝
は
自
ら
の
管

轄
範
囲
す
べ
て
を
統
治
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
流
官
を
設
置
す
る
こ
と

を
清
朝
に
求
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
鄂
爾
泰
は
思
茅
、
普
藤
、
整
董
、

猛
烏
、六
茶
山
及
び
橄
欖
壩
の
六
つ
の
パ
ン
ナ
ー
は
流
官
に
管
轄
さ
せ
、

残
り
の
江
外
の
六
つ
の
パ
ン
ナ
ー
を
そ
の
ま
ま
宣
慰
使
に
管
理
さ
せ
る

こ
と
に
し
た
。

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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ま
た
反
乱
を
鎮
圧
す
る
中
で
功
績
の
あ
っ
た
現
地
民
の
頭
目
に
官
職

を
与
え
、合
わ
せ
て
十
一
の
小
土
司
、土
目
を
新
た
に
置
い
た
。
そ
れ
は

鄂
爾
泰
が
推
進
し
て
い
た
清
朝
の
「
改
土
帰
流
」
政
策
に
そ
む
く
も
の

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ジ
ェ
フ
・
ウ
ェ
イ
ド
が
指
摘
す
る
「divide-

and-rule

（
分
割
統
治
）」
と
い
う
中
国
の
地
方
政
権
に
対
す
る
統
治
方

法
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
れ
は
主
要
な
権
力
集
団
を
分
割
し
て
数
多
く

の
小
さ
な
部
分
と
し
、
彼
ら
の
矛
盾
を
激
化
さ
せ
、
そ
れ
を
通
じ
て
勢

力
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
に
対
す
る
脅
威
を
少
な
く

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
明
朝
は
思
倫
発
が
麓
川
政

権
を
復
興
し
よ
う
と
す
る
状
況
に
対
し
て
、
そ
れ
を
八
つ
の
部
分
に
分

け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
統
治
者
を
設
け
た
。
同
様
に
、
明
朝
は
一
四
二
一
年

に
車
里
を
分
割
し
て
車
里
と
靖
安
と
い
う
二
つ
の
宣
慰
司
を
設
置
し
、

権
力
を
弱
体
化
さ
せ
て
い
る
。
ウ
ェ
イ
ド
は
明
朝
の
政
治
対
策
を
中
心

と
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
清
朝
成
立
後
も
多
く
の
明
朝
の
制

度
が
踏
襲
さ
れ
た
。
雍
正
期
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
実
情
と
合
わ
せ

て
み
る
と
、
清
朝
が
土
司
の
力
を
借
り
て
、
自
ら
の
手
の
及
ば
な
い
と

こ
ろ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
の
も
自
然
な
こ
と
と
言
え
る
。

新
し
く
設
け
ら
れ
た
十
一
の
小
土
司
・
土
目
の
地
域
は
す
べ
て
元
来
車

里
宣
慰
司
の
支
配
区
域
に
入
っ
て
お
り
、
清
朝
が
官
職
を
設
け
た
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
普
洱
府
流
官
の
管
轄
に
入
っ
た
こ
と
に
よ
っ

（
58
）

（
59
）
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て
、
は
じ
め
て
十
一
の
政
治
機
構
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
官
職
（
土

職
）が
授
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
も
結
果
的
に
は
車
里
宣
慰
司
の
管

轄
し
て
い
た
広
大
な
地
域
の
一
部
を
分
割
し
て
多
数
の
小
土
司
、
土
目

に
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
分
割
統
治
に
よ
っ
て
清
朝
の
支
配
力
を
確
保

し
、
辺
境
の
安
定
を
固
め
よ
う
と
す
る
施
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

窩
泥
の
反
乱
が
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
全
体
を
混
乱
に
巻
き
込
ん
だ
こ

と
に
よ
り
、
鄂
爾
泰
は
山
地
民
と
茶
商
人
と
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
、

思
茅
に
総
茶
店
を
設
置
し
、
比
較
的
公
平
な
取
引
場
所
を
作
る
こ
と
を

通
じ
て
、
そ
の
紛
争
を
止
め
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
現
地
の
実
情
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
茶
の
専
売
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
や
、
官
員
の
腐
敗
に

よ
っ
て
総
茶
店
の
設
立
は
予
期
し
た
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

こ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
清
朝
が
介
入
し
た
後
に
設
置
し
た
施

設
が
、
山
地
民
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の
生
活
を
乱
す
も
の
で
あ
り
、

清
朝
か
ら
の
統
治
の
強
化
と
と
も
に
、
彼
ら
の
利
益
を
損
う
こ
と
が
あ

っ
た
た
め
、
な
お
さ
ら
清
朝
の
介
入
に
対
し
て
反
抗
的
な
姿
勢
が
現
れ

て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

窩
泥
の
反
乱
と
ム
ン
ハ
ム
の
反
乱
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
れ
に

関
与
す
る
山
地
民
の
重
要
な
役
割
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
清
朝
雍

正
時
期
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
お
い
て
は
、
山
地
民
が
完
全
に
低
地

（
60
）

（
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）

と
断
絶
し
た
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
低
地
の
統
治
を
回

避
し
て
山
地
に
入
り
込
む
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
山
地
を
障
壁
と
し

て
利
用
し
つ
つ
、
低
地
の
生
活
に
参
加
・
干
渉
し
て
い
く
形
を
と
っ
た
。

ま
た
ハ
ニ
、
ア
カ
、
彝
な
ど
の
山
地
民
族
が
低
地
の
政
権
に
よ
っ
て
山

に
追
い
や
ら
れ
、
余
地
に
居
住
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
っ
た
が
、

決
し
て
完
全
に
関
係
を
断
っ
て
引
き
こ
も
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

現
実
で
は
商
業
活
動
や
有
力
者
と
の
繋
が
り
を
通
じ
て
、
低
地
社
会
と

の
関
係
を
維
持
し
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
清
朝
雍
正
年
間
に
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
で
発
生
し
た
山

地
民
の
反
乱
と
、
宣
慰
使
の
職
位
を
め
ぐ
る
争
奪
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
お
け
る
山
地
民
の
特
殊
な
位
置
を
明
ら
か
に
し

た
。
筆
者
は
当
時
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
社
会
に
お
け
る
現
地
の
視
点

か
ら
出
発
し
て
、
茶
山
の
利
益
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
観
点
か
ら
現
地
に

お
け
る
紛
争
の
具
体
相
を
提
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー

内
部
の
権
力
集
団
相
互
の
結
び
つ
き
を
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考

え
る
。

　

ま
ず
、
山
地
民
の
存
在
は
、
社
会
構
造
の
変
化
の
過
程
を
見
る
際
に

（
62
）
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は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
ら

は
こ
の
地
の
茶
の
栽
培
に
お
い
て
中
心
的
な
労
働
力
を
担
う
存
在
で
あ

り
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
全
体
の
中
で
、
経
済
的
利
益
を
生
み
出
す
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
茶
山
と
の
緊
密
な
関

係
、
お
よ
び
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
彼
ら
の
土
司
に
対
す
る
依
存
関
係

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
反
乱
を
起
こ
せ
ば
、
そ
の
影
響
は
た
ち

ま
ち
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
全
域
に
拡
大
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宣
慰
使
刀

金
宝
の
地
位
を
も
揺
る
が
し
か
ね
な
い
、
山
地
民
と
は
そ
の
よ
う
な
存

在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
多
く
の
研
究
者
の
山
地
民
に
対
す
る
認
識
は

土
司
と
の
関
係
か
ら
そ
の
人
間
集
団
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
低
地
を
中
心
と
す
る
こ
の
地
域
の
権
力
構
造
か
ら
距
離
を
お
い

た
山
地
民
の
独
立
性
を
認
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
山
地

民
は
終
始
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
構
成
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
刀
正
彦
の
庇
護
の
も
と
で
清
朝
に
対
す
る
反
乱
を
起
こ
し
、

そ
の
権
威
に
挑
戦
し
た
姿
か
ら
は
、
彼
ら
の
動
向
が
社
会
の
安
定
・
不

安
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

第
二
に
、
清
朝
が
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
介
入
す
る
以
前
、
そ
の
内

部
に
お
い
て
諸
権
力
集
団
の
間
に
生
じ
て
い
た
状
況
は
以
下
の
四
つ
で

あ
る
。（
一
）
山
地
民
は
茶
の
取
引
に
お
い
て
、
商
人
か
ら
搾
取
を
受

け
た
た
め
、
そ
れ
に
反
発
し
て
事
件
を
起
こ
し
た
。
す
な
わ
ち
両
者
の

（
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）

あ
い
だ
で
、
茶
商
売
を
め
ぐ
っ
て
矛
盾
が
生
じ
て
い
た
。（
二
）
土
司

は
山
地
民
と
茶
商
人
の
間
に
生
じ
た
矛
盾
を
う
ま
く
解
決
で
き
ず
、
山

地
民
の
信
頼
を
喪
失
し
て
い
た
。（
三
）
車
里
宣
慰
使
は
実
力
を
欠
き
、

ム
ン
ハ
ム
の
土
目
刀
正
彦
が
山
地
民
を
利
用
し
て
引
き
起
こ
し
た
事
件

を
抑
え
る
能
力
を
も
た
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
土
司
・
土
目
間
の
争
い
に

よ
っ
て
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
全
域
の
不
安
定
な
状
況
が
激
化
さ
れ
た
。

（
四
）刀
正
彦
と
彼
を
頼
る
山
地
民
は
清
朝
の
軍
事
的
圧
力
に
直
面
し
た

と
き
、
正
面
か
ら
対
抗
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

当
時
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
に
は
山
地
民
―
茶
商
人
、
山
地
民
―
土
司
、

土
司
―
土
目
、
土
目
・
山
地
民
―
清
朝
と
い
う
四
つ
の
矛
盾
関
係
が
存

在
し
て
い
た
。
清
朝
雍
正
時
期
の
「
改
土
帰
流
」
の
代
表
の
一
つ
と
も

見
な
さ
れ
る
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
／
車
里
宣
慰
司
へ
の
介
入
は
、
マ
ク

ロ
に
見
れ
ば
確
か
に
中
国
王
朝
の
伝
統
的
な
辺
境
統
治
政
策
の
延
長
で

あ
る
こ
と
は
確
か
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
・
混
乱
し
た

状
況
が
あ
っ
た
こ
と
こ
そ
、
清
朝
に
よ
る
介
入
が
可
能
に
な
っ
た
真
の

理
由
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ダ
ニ
エ
ル
ス
は
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー

王
国
と
山
地
民
の
内
部
関
係
に
つ
い
て
、
山
地
民
が
引
き
起
こ
し
た
反

乱
が
雍
正
七
年
の
直
轄
地
化
の
発
端
と
な
っ
た
こ
と
、
山
地
民
を
反
乱

へ
と
招
い
た
の
は
茶
交
易
に
お
け
る
不
利
益
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
王
国

の
タ
イ
族
統
治
者
は
山
地
民
を
治
め
る
能
力
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
の
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三
点
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
筆
者
は
ム
ン
ハ
ム
の
土
目
刀
正
彦

と
山
地
民
の
依
存
関
係
こ
そ
が
内
部
関
係
の
中
の
最
も
重
要
な
部
分
で

あ
る
と
考
え
る
。
宣
慰
使
で
あ
る
刀
金
宝
が
山
地
民
の
動
き
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
ず
、
逆
に
刀
正
彦
の
ほ
う
が
山
地
民
を
利
用
し
て
騒
乱
を

起
こ
し
、
車
里
に
お
け
る
地
位
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
で
山

地
民
も
刀
正
彦
の
権
勢
に
頼
っ
て
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
領
域
内
で
行

動
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
い
ず
れ
も
、
両
者
の
緊
密
な
関

係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
実
現
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
三
に
、
清
朝
が
現
地
の
有
力
者
を
宣
慰
使
に
任
命
す
る
こ
と
を
通

じ
て
地
方
を
治
め
よ
う
と
す
る
の
は
明
朝
か
ら
踏
襲
し
て
き
た
や
り
方

だ
が
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
統
治
者
に
と
っ
て
は
、
当
時
強
勢
を
誇

っ
た
清
朝
に
正
面
か
ら
対
抗
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
暫
く
撤
退
し
て
、

清
朝
と
協
同
す
る
の
が
一
番
適
当
な
や
り
方
だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
い
わ
ば
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
ま
で
の
間
に
、
中

国
王
朝
よ
り
威
勢
の
強
か
っ
た
ビ
ル
マ
の
ほ
う
に
頼
っ
て
、「
母
」
と
し

て
朝
貢
し
た
こ
と
の
裏
返
し
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
ム
ン
ハ

ム
の
反
乱
中
、
刀
金
宝
は
刀
正
彦
の
権
勢
に
正
面
か
ら
対
抗
で
き
ず
、

シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
統
治
者
と
し
て
の
威
信
を
失
っ
た
。
そ
の
こ
と

は
、
は
か
ら
ず
も
刀
金
宝
が
支
配
者
と
し
て
民
衆
を
率
い
て
清
朝
の
統

治
に
反
抗
す
る
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
一
部
が
改
土
帰
流
さ
れ
た
後
も
、
彼
が
宣
慰

使
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
刀
金
宝
が
窩
泥
の
立
場
に
立
っ
て
彼
ら
の
苦
境
に
つ
い

て
代
弁
し
た
姿
か
ら
は
、
宣
慰
使
と
し
て
民
衆
を
守
る
責
任
を
持
つ
こ

と
を
、
彼
自
身
が
多
少
な
り
と
も
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る

の
で
あ
る
。

　

十
八
世
紀
前
半
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
は
、山
地
民
と
土
司
、土
司
と

土
目
の
間
と
い
う
内
部
の
矛
盾
が
激
化
し
、
も
は
や
土
司
自
身
の
力
で

は
解
決
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
ま
で
い
わ

ば
独
自
の
世
界
を
形
成
し
て
い
た
社
会
構
造
が
清
朝
に
よ
っ
て
打
ち
破

ら
れ
、
清
朝
と
よ
り
緊
密
な
関
係
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
い
た

っ
た
。
前
述
し
た
ス
コ
ッ
ト
の
示
し
て
い
る
、
山
地
民
が
国
家
を
形
成

し
な
い
集
団
で
あ
り
、
山
地
で
の
生
活
・
活
動
は
低
地
に
あ
る
国
家
と

自
ら
と
の
距
離
を
保
つ
た
め
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
は
逆
に
、
シ
プ
ソ

ン
パ
ン
ナ
ー
に
お
い
て
山
地
民
は
、
現
地
社
会
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、

清
朝
の
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
統
治
に
対
し
て
も
能
動
的
に
活
動
し
て
い

た
。
た
だ
し
、
辺
境
に
生
存
す
る
彼
ら
に
は
清
朝
に
正
面
か
ら
対
抗
す

る
力
は
な
く
、
地
形
に
頼
っ
て
清
朝
の
軍
事
的
弾
圧
を
回
避
し
、
ま
た

対
抗
し
て
自
ら
の
独
立
性
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
雲
南
、
貴
州
、

広
西
西
北
部
の
高
地
、
多
山
の
地
形
は
、
南
部
へ
伸
び
、
東
南
ア
ジ
ア

（
64
）
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大
陸
部
イ
ン
ド
東
北
部
に
入
り
、
ス
コ
ッ
ト
の
言
う
ゾ
ミ
ア
（
国
家
に

完
全
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
人
々
が
残
存
す
る
地
域
で
あ
る
）
の
一
部

分
に
な
る
。
時
間
と
空
間
の
範
囲
を
広
げ
れ
ば
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー

と
い
う
こ
の
地
域
だ
け
で
は
な
く
、
雲
南
と
隣
接
す
る
ベ
ト
ナ
ム
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
と
ラ
オ
ス
の
山
地
の
中
の
、
低
地
の
勢
力
が
進
入
で
き
な
い

場
所
に
は
い
ず
れ
も
山
地
民
が
生
存
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
山
地
民

が
低
地
国
家
の
統
治
を
回
避
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
そ
れ
ら

の
税
務
、
労
役
な
ど
の
統
治
か
ら
逃
れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の

特
性
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
る
目
的
も
あ
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
、
低
地
の
権
力
と
の
関
係
も
様
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
山
地
、
ま
た
山
地
民
と
い
う
人
間
集
団

を
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
辺
境
の
歴
史
に
お
け
る
山
地

民
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
1�

）
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
と
い
う
名
称
は
タ
イ
語
で
十
二
の
パ
ン
ナ
ー
を
意

味
す
る
。
車
里
の
支
配
者
刀
応
猛
は
ビ
ル
マ
の
王
女
を
妻
に
し
て
、
彼
女
の

里
帰
り
の
時
の
貢
ぎ
物
を
徴
収
す
る
た
め
に
、
メ
コ
ン
川
の
東
岸
と
西
岸
に

そ
れ
ぞ
れ
六
つ
の
納
貢
単
位
（
パ
ン
ナ
ー
）
を
定
め
た
。
こ
れ
が
合
計
十
二

の
パ
ン
ナ
ー
で
あ
る
。
李
拂
一『
十
二
版
納
志
』（
雲
南
人
民
出
版
社
、
二
〇

二
〇
年
）、
五
頁
、
沿
革
、
以
下
李
拂
一
［
二
〇
二
〇
］。
方
国
瑜
『
中
国
西

南
歴
史
地
理
考
釈
』、
九
〇
三
頁
、「
十
二
版
納
」、
以
下
方
国
瑜
『
考
釈
』。

（
2�

）
改
土
帰
流
と
は
こ
れ
ら
の
地
域
に
住
む
人
間
集
団
へ
の
統
治
を
強
化
す

る
た
め
、
土
司
、
土
官
を
廃
止
し
て
、
流
官
（
朝
廷
か
ら
任
命
さ
れ
る
正
式

の
官
吏
）
を
任
命
す
る
政
策
で
あ
る
。
土
官
、
土
吏
は
秦
漢
か
ら
始
ま
る
と

い
わ
れ
る
が
、
明
清
の
土
司
制
度
は
元
朝
時
代
に
作
ら
れ
た
宣
慰
司
、
長
官

司
な
ど
を
明
初
に
土
職
と
し
て
運
用
し
た
の
に
始
ま
り
、
明
代
に
最
盛
期
を

む
か
え
、
清
朝
の
改
土
帰
流
政
策
に
よ
り
衰
弱
し
て
い
た
。
龔
蔭
『
中
国
土

司
制
度
史
・
上
編
土
司
制
度
総
論
』（
四
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）。
雲
南

辺
境
地
域
の
改
土
帰
流
に
つ
い
て
は
一
九
五
〇
年
代
以
来
中
国
に
お
い
て

数
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

（
3�

）
加
藤
久
美
子
『
盆
地
世
界
の
国
家
論
―
雲
南
、
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
タ

イ
族
史
―
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
以
下
加
藤
［
二
〇

〇
〇
］。

（
4�

）
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ダ
ニ
エ
ル
ス
「
雍
正
七
年
清
朝
に
よ
る
シ
プ
ソ
ン
パ
ン

ナ
ー
王
国
の
直
轄
地
化
に
つ
い
て
―
タ
イ
系
民
族
王
国
を
揺
る
が
す
山
地

民
に
関
す
る
一
考
察
―
」（『
東
洋
史
研
究
』六
二
―
一
、
二
〇
〇
四
年
）、
九

四
～
一
二
八
頁
、
以
下
ダ
ニ
エ
ル
ス
［
二
〇
〇
四
］。

（
5�

）
新
平
県
か
ら
東
南
部
九
十
里
に
位
置
し
、
周
囲
二
百
里
あ
ま
り
。『
新
纂

雲
南
通
志
』
巻
二
十
六
、
地
理
考
六
、
山
脈
三
。

（
6�

）
本
論
の
い
う
「
介
入
と
再
編
」
は
、
実
際
に
は
史
料
中
の
「
改
土
帰
流
」
と

ダ
ニ
エ
ル
ス
が
取
り
上
げ
た
「
直
轄
地
化
」
と
同
じ
で
あ
る
。
筆
者
は
清
朝

が
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
を
完
全
に
改
土
帰
流
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、「
改

土
帰
流
」
で
は
な
く
、「
介
入
と
再
編
」
を
使
用
す
る
。「
介
入
」
は
清
朝
が

「
反
乱
」
を
鎮
圧
し
た
こ
と
を
指
し
、「
再
編
」
は
清
朝
が
橄
欖
州
、
普
洱
府
、

総
茶
店
と
い
っ
た
機
構
を
設
け
た
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
文
の

ム
ン
ハ
ム
の
反
乱
の
行
論
中
に
触
れ
る
。

（
7
）
土
目
は
土
司
の
下
の
官
職
と
な
る
。
土
司
制
度
は
明
初
に
土
官
と
流
官
を

並
び
設
け
て
、
土
官
を
正
職
と
す
る
場
合
は
、
流
官
を
副
職
と
し
、
流
官
を
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正
職
と
す
る
場
合
は
土
官
を
副
職
と
す
る
。
明
の
中
期
以
後
は
土
官
の
権
力

を
弱
ら
せ
、
土
目
に
分
け
、
辺
境
の
山
地
部
を
管
轄
さ
せ
た
。
土
官
は
す
べ

て
の
土
職
（
土
司
、
土
目
、
土
知
府
、
土
巡
検
、
土
把
總
な
ど
）
の
通
称
で
、

文
職
（
土
知
府
、
土
同
知
、
土
通
判
な
ど
）
と
武
職
（
土
指
揮
使
、
土
千
戸
、

宣
慰
使
、
安
撫
使
、
長
官
司
、
土
都
司
な
ど
）
に
分
か
れ
る
。
た
だ
し
後
の

土
職
は
文
武
職
と
品
級
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
土
司
と
呼
ば
れ
る
。『
明
史
』

巻
七
十
六
、
志
第
五
十
二
、
職
官
五
、
方
国
瑜『
考
釈
』、
一
〇
三
〇
、
一
〇

八
四
頁
。

（
8�

）
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ダ
ニ
エ
ル
ス
（Christian�D

aniels

）,� U
pland Peoples 

in the M
aking of H

istory in N
orthern C

ontinental Southeast A
sia,�

Southeast�A
sian,�studies�2(1),�2013,�pp.�5-27,�Scott�Jam

es�C.�T
he�

A
rt�of�N

ot�Being�Governed:�A
n�A
narchist�H

istory�of�U
pland�

Southeast�A
sia.�2009.�Y

ale�U
niversity�Press.�

ス
コ
ッ
ト
・
ジ
ェ
ー
ム

ス
・
Ｃ
、
佐
藤
仁
監
訳
『
ゾ
ミ
ア
―
脱
国
家
の
世
界
史
―
』（
み
す
ず
書
房
、

二
〇
一
三
年
）、
詹
姆
士
・
斯
科
特
著
、
王
暁
毅
訳
『
逃
避
統
治
的
芸
術
：

東
南
亜
高
地
的
無
政
府
主
義
歴
史
』（
三
聯
書
店
出
版
、
二
〇
一
九
年
）
ら

の
用
い
るU

pland�people

が
山
地
民
に
対
応
し
、U

pland�com
m
unities

が
山
地
の
人
間
集
団
に
対
応
す
る
。
以
下
ス
コ
ッ
ト
［
二
〇
〇
九
］。

（
9�

）
方
国
瑜
『
考
釈
』、
八
九
八
、
九
〇
〇
頁
、「
車
里
宣
慰
司
」。『
元
史
』
巻

十
九
、
本
紀
十
九
、「
成
宗
」。『
明
史
』
巻
二
百
一
五
、
列
伝
二
〇
三
、
雲

南
土
司
二
。（
康
熙
）『
雲
南
通
志
』
巻
二
十
七
、「
土
司
」。

（
10�

）
長
谷
川
清
「「
父
」
な
る
中
国
・「
母
」
な
る
ビ
ル
マ
―
シ
ッ
プ
ソ
ー
ン
パ

ン
ナ
ー
王
権
と
そ
の
（
外
部
）
―
」（
松
原
正
毅
『
王
権
と
位
相
』、
弘
文
堂
、

一
九
九
一
年
）、
三
八
三
～
三
八
四
頁
。

（
11�

）
加
藤
［
二
〇
〇
〇
］
四
三
～
四
四
頁
。

（
12�

）
哀
牢
山
は
雲
南
中
南
部
を
東
南
か
ら
北
西
に
走
る
山
で
、
重
要
な
分
水
嶺

と
な
っ
て
い
る
。
王
声
躍
『
雲
南
地
理
』（
雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
二

年
）、
四
八
頁
。

（
13�

）
今
の
玉
渓
市
新
平
県
。
万
暦
十
九
年
に
置
か
れ
、
康
煕
五
年
に
新
化
州
を

廃
し
て
新
平
県
に
編
入
し
た
。
方
国
瑜
『
考
釈
』、
八
九
二
頁
。

（
14�

）（
道
光
）『
新
平
県
志
』
巻
一
、
形
勢
「
哀
牢
外
翰
、
魯
魁
内
藩
、
两
迤
咽

喉
、
全
滇
重
地
」。

（
15�

）
字
仁
庵
、
錦
州
出
身
、
漢
軍
正
白
旗
。
康
煕
二
十
一
年
に
雲
貴
総
督
に
任

じ
た
。『
清
史
稿
』
巻
二
百
五
十
六
、
列
伝
四
十
三
、「
蔡
毓
栄
列
伝
」。

（
16�

）（
乾
隆
）『
雲
南
通
志
』
巻
二
十
九
之
四
、
蔡
毓
栄
「
籌
滇
第
八
疏
」「
魯

魁
在
万
山
之
中
、
跨
連
新
、
嶍
、
蒙
、
元
、
景
、
楚
之
界
、
綿
互
広
遠
、
林

興
箐
密
、
其
内
則
新
平
、
新
化
、
元
江
、
易
門
、
鄂
嘉
、
南
安
、
景
東
一
帯

地
方
、
賊
皆
可
入
、
其
外
則
車
里
、
普
洱
、
孟
艮
、
鎮
沅
、
猛
緬
、
交
趾
一

帯
地
方
、
賊
皆
可
出
、
故
防
之
甚
難
、
勦
之
亦
不
易
也
」。
嶍
峨
、
臨
安
府
嶍

峨
県
、
今
の
峨
県
。
南
安
、
今
の
楚
雄
の
南
部
の
双
柏
。
孟
艮
、
永
楽
三
年

に
孟
艮
府
を
置
き
、
乾
隆
三
十
一
年
廃
置
し
た
。
今
の
ビ
ル
マ
の
シ
ャ
ン
州

景
棟
（K

engT
ung

）
は
孟
艮
城
。
方
国
瑜
『
考
釈
』、
八
九
二
、
九
〇
九
、

一
〇
一
七
～
一
〇
一
八
頁
。

（
17�

）
満
洲
鑲
藍
旗
人
。
雍
正
三
年
に
広
西
巡
撫
の
任
に
着
い
て
か
ら
現
地
の
改

土
帰
流
を
進
め
、
同
年
に
雲
南
巡
撫
に
転
任
し
て
、
雍
正
四
年
（
一
七
二
六

年
）に
雲
貴
総
督
の
任
に
あ
っ
た
。
銭
実
甫『
清
代
職
官
年
表
』（
中
華
書
局
、

一
九
八
〇
年
）、『
清
史
稿
』
巻
二
百
八
十
八
、
列
伝
七
十
五
「
鄂
爾
泰
」。

（
18�

）『
清
世
宗
実
録
』巻
六
十
一
、
雍
正
五
年
辛
未「
雲
南
臨
元
鎮
属
威
遠
、
新

平
、
一
帯
地
方
。
猓
賊
猖
獗
、
潜
匿
魯
魁
哀
牢
、
出
没
江
内
江
外
、
為
害
已

久
」。
臨
元
澂
江
鎮
、
順
治
十
七
年
に
設
け
、
臨
安
（
今
の
建
水
）
に
置
く
。

（
乾
隆
）『
雲
南
通
志
』
巻
十
六
上
、
鎮
兵
。
威
遠
、
今
の
景
谷
。
和
泥
は
明

清
の
史
料
の
中
に
窩
泥
、
倭
泥
な
ど
の
名
称
で
も
現
れ
、
今
の
ハ
ニ
（
哈
尼

族
）
を
指
す
。

（
19�

）
雲
南
の
編
年
体
歴
史
書
で
、
撰
者
倪
蜕
の
自
序
に
よ
れ
ば
乾
隆
二
年
に
作

成
し
た
も
の
と
さ
れ
、
彼
の
子
孫
が
道
光
二
十
六
年
に
刊
刻
し
た
も
の
で
あ

る
。
雲
南
少
数
民
族
の
歴
史
事
件
を
数
多
く
記
録
し
て
お
り
、
特
に
巻
十
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一
、
十
二
の
康
熙
、
雍
正
時
期
の
部
分
は
主
に
档
案
及
び
著
者
自
身
の
見
聞

に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
研
究
に
対
す
る
史
料
価
値
は
非
常

に
高
い
。
方
国
瑜
『
雲
南
史
料
目
録
概
説
』、
六
一
五
～
六
一
六
頁
。

（
20�

）『
滇
雲
歴
年
伝
』（
以
下
『
歴
年
伝
』）
巻
九
、
天
啓
四
年
甲
子
「
新
化
、
新

平
賊
魯
魁
、
魯
克
等
伏
深
箐
、
劫
掠
地
方
。（
中
略
）蜕
按
、
此
魯
魁
山
賊
之

始
。
山
為
哀
牢
之
支
脈
、
跨
連
郡
邑
七
八
属
。
本
無
名
以
魯
魁
拠
此
作
賊
、

故
即
以
賊
名
名
其
山
」。（
民
国
）『
元
江
志
稿
』
巻
十
二
、
武
備
志
、
軍
事
、

武
備
志
二
「
魯
克
之
変
」。

（
21�

）
前
掲
「
籌
滇
第
八
疏
」「
其
初
係
新
㠄
阿
蒙
土
人
嘯
聚
竆
山
為
盜
、
因
其

来
如
猋
犬
、
去
若
飄
風
、
出
没
不
常
、
居
止
無
定
、
故
名
為
野
。
原
非
土
人

之
外
別
有
此
種
野
人
、
及
其
啸
聚
多
年
自
成
種
類
、
遂
於
土
司
之
外
另
有
此

種
野
賊
」。

（
22�

）
ス
コ
ッ
ト
は
非
国
家
の
人
間
集
団
（
部
落
）
が
国
家
体
制
に
統
合
さ
れ
る

状
況
に
直
面
し
た
時
、
彼
ら
は
低
地
か
ら
離
れ
て
山
地
、
高
地
に
逃
げ
て
分

散
す
る
方
式
を
通
じ
て
、
自
身
を
隠
し
、
徴
収
さ
れ
る
対
象
範
囲
か
ら
逃
れ

た
と
述
べ
た
。
ま
た
李
拂
一
は
モ
ン
・
ク
メ
ー
ル
系
や
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ

系
の
阿
卡
、
窩
泥
、猓
、
及
び
苗
、
瑶
な
ど
の
集
団
が
低
地
に
い
る
人
間
集
団

と
の
競
争
に
負
け
た
結
果
、
居
住
の
環
境
が
厳
し
い
高
地
に
逃
げ
た
と
述
べ

た
。
阿
卡
族
は
擺
夷
族
に
負
け
、
統
治
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、「
卡
」

（
捕
虜
を
意
味
す
る
）と
呼
ば
れ
た
。
苗
と
瑶
族
は
阿
卡
族
や
猓
族
な
ど
が
い

る
場
所
を
回
避
す
る
た
め
、
海
抜
の
高
い
山
地
に
入
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
［
二

〇
〇
九
］、
李
拂
一
［
二
〇
〇
〇
］、
四
八
～
五
八
頁
「
民
族
」。

（
23�

）
前
掲
「
籌
滇
第
八
疏
」「
縱
賊
四
出
、
每
村
給
一
木
刻
派
定
保
頭
銀
十
数

両
、
二
、
三
十
両
不
等
、
豬
、
羊
、
雞
、
酒
索
取
無
厭
、
稍
有
不
遂
、
劫
殺

隨
之
。
於
是
、流
離
之
民
暨
相
近
野
賊
之
民
、楽
於
附
賊
為
盜
。
八
年
之
久
、

招
集
亡
命
愈
多
、
全
滇
各
府
州
県
村
莊
聴
其
索
保
者
十
之
八
、
九
」。

（
24�

）
同
前
「
授
賊
首
勒
昂
為
偽
守
備
、
尋
与
改
名
楊
宗
周
、
尋
複
授
為
両
新
偽

忠
順
営
副
将
、
而
以
其
頭
目
普
為
善
、
李
尚
義
、
方
従
化
為
偽
都
司
」。

（
25�

）
メ
コ
ン
川
の
東
岸
に
は
攸
楽
、
革
登
、
倚
邦
、
莽
芝
、
蛮
耑
、
慢
撒
と
い

う
六
つ
の
茶
山
が
あ
っ
た
。

（
26�

）『
清
史
稿
』巻
五
百
十
二
、
列
伝
二
百
九
十
九
、
土
司
一「
滇
辺
西
南
界
以

瀾
滄
江
、
江
外
為
車
里
、
緬
甸
、
老
撾
諸
土
司
、
其
江
内
之
鎮
沅
、
威
遠
、

元
江
、
新
平
、
普
洱
、
茶
山
諸
夷
、
巢
穴
深
邃
、
出
没
魯
魁
、
哀
牢
間
、
無

事
近
患
腹
心
、
有
事
遠
通
外
国
、
自
元
迨
明
代
為
辺
害
」。
こ
の
部
分
は『
清

史
稿
』
が
清
・
魏
源
の
『
聖
武
記
』
卷
七
「
雍
正
西
南
夷
改
流
記
上
」
の

中
の
鄂
爾
泰
の
「
改
土
帰
流
疏
」
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
、
研
究
者
に
よ
く

引
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
劉
本
軍
［
二
〇
〇
一
］
は
そ
れ
が
魏
源
自
身

が
、
鄂
爾
泰
の
複
数
の
奏
摺
を
寄
せ
集
め
て
作
っ
た
も
の
で
、
特
に
鄂
爾
泰

が
「
論
者
謂
江
外
宜
土
不
宜
流
、
江
内
宜
流
不
宜
土
」
と
い
う
言
葉
を
本
当

に
用
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
問
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で

は
そ
の
部
分
を
本
文
の
中
に
引
用
し
な
い
。
劉
本
軍
「
論
鄂
爾
泰
改
土
帰
流

的
原
則
と
策
略
―
兼
対“

江
外
宜
土
不
宜
流
、
江
内
宜
流
不
宜
土”

説
質
疑
」

（
雲
南
大
学
人
文
社
会
科
学
学
報『
思
想
戦
線
』二
―
二
七
、
二
〇
〇
一
年
）、

一
三
〇
～
一
三
四
頁
参
照
。
以
下
劉
本
軍
［
二
〇
〇
一
］。

（
27�

）『
雍
正
朝
漢
文
硃
批
奏
摺
滙
編
』（
以
下
『
滙
編
』）
第
十
一
冊
、
十
五
頁
、

雍
正
五
年
十
一
月
十
一
日
「
雲
南
総
督
鄂
爾
泰
奏
為
報
明
進
剿
窩
泥
逆
賊

事
」「
車
里
宣
慰
司
地
方
近
逼
老
撾
、
遥
連
緬
国
、
有
窩
泥
種
雖
具
人
形
而
生

性
冥
頑
、
与
禽
獣
無
異
。
借
江
外
為
溝
池
、
倚
茶
山
為
捍
衛
、
盤
踞
万
山
之

中
、
深
匿
厳
険
之
内
、
入
則
借
采
茶
意
資
生
、
出
則
凭
剽
掠
為
活
計
」。
そ

の
内
容
か
ら
、「
窩
泥
」
は
「
茶
山
」
に
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
28�

）
加
藤
久
美
子
［
二
〇
〇
〇
］、
四
三
～
四
八
頁
。

（
29�
）
江
内
と
江
外
の
パ
ン
ナ
ー
の
区
画
は
『
泐
史
』
に
よ
り
、
隆
慶
六
年
（
一

五
七
二
年
）
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
は
十
二
の
パ
ン
ナ
ー
に
分
け
ら
れ
、
江
西

（
外
）
の
六
版
納
、
江
東
（
内
）
六
版
納
と
な
る
。
た
だ
し
、
後
述
の
鄂
爾

泰
「
請
添
設
普
洱
流
官
営
制
疏
」
に
よ
る
と
、
鄂
爾
泰
の
考
え
る
江
外
と
江

内
の
区
画
は
異
な
っ
て
い
た
。（
注
（
57
）
参
照
）
江
内
と
江
外
の
区
画
に
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つ
い
て
は
異
な
る
説
が
あ
る
が
、
筆
者
は
劉
本
軍
［
二
〇
〇
一
］
と
方
国
瑜

『
考
釈
』
九
〇
三
頁
「
十
二
版
納
」
を
参
照
し
、『
泐
史
』
隆
慶
六
年
の
区
画

を
採
用
し
た
。
ま
た
鄂
爾
泰
か
ら
の
区
画
に
つ
い
て
は
彼
自
身
に
よ
る
認
識

で
あ
る
こ
と
と
推
測
す
る
。

（
30�

）
注
（
27
）
所
引
『
滙
編
』
参
照
。

（
31�

）
六
大
茶
山
の
一
つ
。
注
（
25
）
参
照
。

（
32�

）『
歴
年
伝
』
巻
十
二
、
雍
正
六
年
戊
申
「
有
江
西
客
淫
麻
布
朋
之
妻
、
事

露
、
麻
布
朋
殺
江
西
客
而
割
髪
伝
示
諸
商
」。

（
33�

）
同
注
（
27
）、「
隨
経
厳
飭
将
弁
帯
領
官
兵
星
速
擒
拿
」。

（
34�

）
同
右
、
十
六
頁
、「
査
一
帯
地
方
係
車
里
宣
慰
司
管
轄
、
隨
経
将
備
等
檄

知
該
土
司
刀
金
宝
協
同
擒
拿
」。

（
35�

）
同
注
（
27
）、「
刀
金
宝
雖
一
面
委
有
土
目
刀
正
彦
等
前
来
会
商
剿
撫
、
一

面
具
詳
代
窩
泥
兇
賊
辯
訴
、
拠
称
茶
商
衆
客
多
以
重
利
滾
砌
窩
泥
、
故
致
麻

布
朋
等
肆
行
劫
殺
等
語
」。
右
の
史
料
か
ら
は
、代
弁
者
は
明
ら
か
に
刀
金
宝

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ダ
ニ
エ
ル
ス
［
二
〇
〇
四
］
一
一
二
頁
に
、
刀
正

彦
か
ら
清
朝
に
報
告
し
た
と
ダ
ニ
エ
ル
ス
が
述
べ
る
の
は
誤
解
で
あ
ろ
う
。

（
36�

）
同
注
（
27
）、
十
七
頁
、「
去
後
詎
料
刀
正
彦
稽
遅
不
前
、
反
遣
叭
枯
等
督

領
六
山
窩
泥
焚
焼
倚
邦
各
寨
、
堵
塞
各
路
要
口
」。
叭
、
タ
イ
族
村
落
に
お

け
る
職
名
。
李
拂
一
［
二
〇
二
〇
］
八
一
頁
。

（
37�

）
同
右
、「
竟
将
帯
領
兵
丁
会
期
招
撫
之
土
把
総
王
朝
選
並
兵
丁
内
之
十
七

人
、
及
糧
差
一
名
皆
沖
散
里
去
。
今
拠
総
兵
官
孫
弘
本
、
副
将
張
応
宗
、
参

将
邱
名
揚
等
各
報
称
、
拠
探
得
王
把
総
被
攸
楽
窩
泥
用
弩
打
死
在
慢
拱
岔
路

竹
蓬
里
、
兵
丁
十
七
名
、
糧
差
董
成
俱
死
在
慢
哀
小
河
」。
土
把
総
、
土
官

の
一
種
。
注
（
7
）
参
照
。

（
38�

）
同
右
、「
臣
隨
檄
孫
弘
本
帯
該
鎮
官
兵
一
千
名
、
並
調
元
江
協
兵
五
百
名
、

新
㠄
営
兵
五
百
名
、景
東
営
兵
三
百
名
、加
以
普
威
営
兵
仍
調
土
兵
一
千
名
、

星
夜
進
剿
」。

（
39�

）
同
右
、「
若
非
大
軍
前
進
、
協
攻
茶
山
、
檄
令
刀
金
宝
率
領
土
兵
堵
絶
江

外
去
路
、
則
兇
賊
勢
難
擒
撲
、
況
殺
官
殺
兵
習
為
泛
常
、
不
及
此
剿
滅
、
何

為
善
後
」。

（
40�

）
方
国
瑜
『
考
釈
』
一
〇
八
七
頁
。

（
41�

）『
滙
編
』
第
十
一
冊
、
三
六
九
頁
、
雍
正
六
年
正
月
初
八
「
雲
貴
総
督
鄂

爾
泰
奏
報
進
剿
茶
山
情
形
摺
」「
況
土
目
刀
正
彦
占
拠
江
内
版
納
蓄
謀
已
久
、

此
人
不
除
尤
難
以
善
後
」。

（
42�

）『
西
双
版
納
傣
族
自
治
州
概
況
』（
一
九
八
六
年
四
月
）。

（
43�

）『
滙
編
』第
十
二
冊
、
二
三
二
頁
、
雍
正
六
年
四
月
二
十
日「
雲
南
提
督
郝

玉
麟
奏
報
擒
獲
茶
山
土
目
刀
正
彦
摺
」「
因
金
宝
年
幼
、
識
未
諳
練
、
遂
得
窃

弄
権
柄
、
擅
作
威
福
、
占
拠
橄
欖
壩
地
方
、
称
雄
車
里
、
十
二
版
納
彜
民
俱

聴
指
使
、
即
土
目
火
頭
俱
已
心
懐
帰
向
、
宣
慰
乃
属
虚
設
」。
火
頭
、
職
名
、

小
酋
領
で
あ
る
。

（
44�

）
同
注
（
32
）、「
刀
正
彦
、
車
里
宣
慰
司
刀
金
宝
之
叔
父
也
。
伝
聞
其
欲
奪

襲
、
又
曾
盔
受
賀
」。

（
45�

）
同
注
（
43
）、「
臣
細
加
密
訪
、
上
年
正
月
十
六
日
刀
正
彦
身
披
錦
衣
、
頭

戴
金
冠
、
升
坐
高
台
、
衆
版
納
頭
人
並
擺
夷
窩
泥
千
有
余
衆
、
羅
拝
堂
下
、

尊
為
車
里
之
王
」。

（
46�

）
同
右
、「
維
時
、
宣
慰
刀
金
宝
惶
懼
無
措
、
即
匍
匐
台
前
、
献
納
印
信
、
以

冀
茍
免
」。

（
47�

）
同
注
（
41
）、
三
六
七
頁
、「
宣
慰
司
刀
金
宝
於
十
月
二
十
三
日
往
橄
欖
壩

会
刀
正
彦
至
今
尚
未
回
江
。
伝
說
刀
正
彦
有
謀
奪
宣
慰
之
意
、故
暗
起
此
挙
、

欲
以
嫁
禍
」。

（
48�

）
同
右
、
三
六
九
頁
、
硃
批
「
甚
是
」。

（
49�
）
同
注（
43
）、
三
三
二
頁
、「
刀
正
彦
即
云
、
印
信
我
不
要
、
我
管
我
彜
民
、

你
去
管
你
漢
人
等
語
。︹
中
略
︺
被
擒
賊
人
僉
称
去
年
捌
月
内
我
等
献
納
新

物
到
橄
欖
壩
、
大
宣
慰
刀
正
彦
曾
吩
咐
、
若
有
官
兵
到
来
、
你
們
能
殺
只
管

殺
、
不
能
殺
告
訴
我
、
我
幫
你
們
去
殺
」。

（
50�

）
同
注
（
41
）、
三
六
七
頁
、「
臣
自
受
事
以
来
、
深
査
情
形
、
必
欲
将
此
等



－ 66 －

地
方
悉
帰
蕩
平
、
永
遠
服
帖
、
滇
省
大
局
始
無
遺
憾
」。

（
51�
）
同
右
、「
合
計
官
土
兵
数
千
人
已
直
抵
孟
養
地
方
、
並
深
入
攸
楽
、
莽
芝
、

橄
欖
壩
等
諸
兇
寨
」「
而
逆
賊
等
擅
将
通
茶
山
九
龍
江
一
帯
路
經
、
如
普
遠
、

慢
哀
、
関
舖
、
官
坪
、
版
角
以
至
孟
養
等
処
地
方
、
砍
伐
大
樹
、
重
柵
壘
石
、

尽
行
堵
塞
、
沿
途
並
掘
深
坑
、
伏
地
弩
竹
簽
等
件
」。

（
52�

）
同
注
（
32
）、「
正
彦
逃
至
九
龍
江
外
、
邱
名
揚
遣
遊
撃
雷
応
万
赴
橄
欖
壩

擒
捕
。
明
年
追
至
猛
臘
、
擒
解
省
城
、
与
麻
布
朋
等
並
案
論
死
」。

（
53�

）
同
右
、
雍
正
七
年
己
酉
「
橄
欖
壩
夷
酋
李
阿
先
等
又
為
変
、
焼
汛
房
、
人

俱
驚
散
。
提
督
郝
玉
麟
親
往
撫
平
之
」。

（
54�

）『
清
高
宗
実
録
』巻
二
百
五
十
四
、
乾
隆
十
年
丁
卯「
今
刁
慍
、
刁
先
、
二

犯
。
乃
刁
正
彦
之
子
。
先
逃
在
外
国
南
納
地
方
。
甫
回
壩
地
。
即
派
收
各
寨

銀
両
。
招
集
旧
日
目
民
人
等
」。
同
巻
二
百
五
十
七
癸
巳
「
又
復
往
来
南
納
。

召
集
夷
人
。
種
種
滋
事
」。
南
納
、
ラ
ー
ン
ナ
ー
を
指
す
。
タ
イ
国
ス
コ
ー

タ
イ
朝
期
、
チ
ェ
ン
マ
イ
を
首
都
と
し
て
北
西
に
あ
っ
た
独
立
国
。

（
55�

）
同
注
（
32
）、
雍
正
七
年
己
酉
「
総
督
鄂
爾
泰
奏
設
橄
欖
州
於
茶
山
橄
欖

壩
。
城
址
俱
定
、
復
撤
不
行
。
橄
欖
壩
地
雖
肥
饒
、
煙
瘴
甲
於
茶
山
。
土
人

至
春
夏
交
、
亦
必
多
病
。
当
事
委
員
率
工
匠
至
彼
経
理
。
城
址
方
定
、
官
役

死
殆
尽
。
乃
廃
去
、
而
移
攸
楽
山
頭
。
拔
地
千
尺
、
而
又
無
水
、
屡
築
屡
圮
、

三
年
不
成
。
官
役
之
死
千
人
、
卒
廃
去
」。

（
56�

）
同
右
、「
総
督
鄂
爾
泰
奏
設
普
洱
府
、
以
攸
楽
設
同
知
、
思
茅
設
通
判
隸

之
」。
ま
た
『
清
世
宗
実
録
』
巻
八
十
四
、
雍
正
七
年
丁
酉
も
同
様
な
記
録

が
あ
る
。

（
57�

）（
雍
正
）『
雲
南
通
志
』
巻
二
十
九
、
芸
文
五
、
鄂
爾
泰
「
請
添
設
普
洱
流

官
営
制
疏
」「
車
茶
十
二
版
納
原
俱
隸
宣
慰
司
管
轄
、
該
土
司
刀
金
宝
自
以

不
能
兼
顧
、
以
致
属
夷
橫
肆
、
拠
請
分
設
流
官
、
実
於
地
方
有
裨
、
応
将
思

茅
、
普
藤
、
整
董
、
猛
烏
、
六
大
茶
山
以
及
橄
欖
壩
六
版
納
帰
流
管
轄
、
其

余
江
外
六
版
納
仍
隸
宣
慰
司
経
管
」。

（
58�

）（
道
光
）『
雲
南
通
志
』
巻
一
百
、
武
備
志
一
之
二
兵
制
下
に
よ
る
と
、
こ

の
時
期
に
十
一
の
土
司
、
土
目
が
設
置
さ
れ
た
。

（
59�

）G
eoff�w

ade.� “
M

ing C
hina and Southeast A

sia in the fifteenth 

century”.�Geoff�w
ade,�Jam

es�K
.�Chin,� C

hina and Southeast A
sia: 

H
istorical Interactions,�London�A

nd�N
ew
�Y
ork:�Routledge,�2019,�

pp.�109-110.

（
60�

）
前
掲
龔
蔭
『
中
国
土
司
制
度
史
・
下
編
』、
五
一
〇
～
五
一
八
頁
。

（
61�

）
ダ
ニ
エ
ル
ス
［
二
〇
〇
四
］
一
一
二
～
一
一
九
頁
。

（
62�

）
ス
コ
ッ
ト
は
現
存
す
る
多
く
の
証
拠
か
ら
、
山
地
民
が
山
に
逃
げ
込
ん
だ

の
は
、
低
地
の
権
力
に
捕
捉
さ
れ
る
こ
と
、
戦
争
に
よ
っ
て
掠
奪
さ
れ
る
こ

と
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
ス
コ
ッ
ト
［
二
〇
一
九
］
一
八

一
頁
。

（
63�

）
例
え
ば
、
李
世
愉
は
土
民
と
土
司
の
関
係
の
悪
化
が
改
土
帰
流
の
根
本
的

な
原
因
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
李
世
愉
「
試
論
清
雍
正
改
土
帰
流
的
原
因
和

目
的
」（『
北
京
大
学
学
報
』
三
、
一
九
八
四
年
）、
六
八
頁
。

（
64�

）
ス
コ
ッ
ト
［
二
〇
一
九
］
二
一
一
頁
。

�

（
シ
ャ　

ギ
レ
イ　

名
古
屋
大
学
人
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


